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1月 16日
金曜日

月響
間
ユ
ニ
ク
ロ
、是
正
へ

衣
料
品
大
手
ユ
ニ
ク
ロ
を
展

開
す
る
フ
ァ
ー
ス
ト
リ
テ
イ
リ

ン
グ
は
１５
日
、
中
国
の
二
つ
の

下
請
け
工
場
で
、
月
あ
た
り
約

３
０
０
時
間
の
違
法
な
長
時
間

労
働
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
、
う
ち

一
つ
の
工
場
で

は
生
産
計
画
を
見
直
す
と
発
表

し
た
。
潜
入
調
査
を
し
た
香
港

の
労
働
団
体

「
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
」

が
公
表
し
た
指
摘
を

一
部
認
め

た
。
手
ご
ろ
な
価
格
の
源
泉
で

あ
る
中
国
で
の

「負
の
側
面
」

が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

違
法
な
長
時
間
労
働
が
明
ら

か
に
な

っ
た
の
は
、
中
国
広
東

省
に
あ
る
生
地
工
場
と
縫
製
工

場
の
２
カ
所
。
昨
年
７
～
１１
月

の
月
あ
た
り
の
平
均
的
な
労
働

時
間
は
、
両
工
場
と
も
３
０
０

中
国
広
東
省
に
あ
る
フ
ァ
ー
ス
ト
リ

テ
イ
リ
ン
グ
の
下
請
け
工
場
で
働
く

労
働
者

（Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
が
顔
の
部
分

を
修
整
の
う
え
提
供
）

轟‰

時
間
前
後
に
及
ん
だ
。
時
間
外

労
働
は
と
も
に
１
０
０
時
間
を

超
え
、
上
限
の
月
８６
時
間
を
大

幅
に
上
回

っ
て
い
た
。

フ
ァ
ス
ト
リ
は
違
法
性
を
認

め
て
お
り
、
労
働
時
間
を
減
ら

せ
る
よ
う
、
縫
製
工
場
で
の
生

産
計
画
を
見
直
す
。
ユ
ニ
ク

ロ

全
体
の
生
産
量
に
大
き
な
影
響

は
な
い
と
い
う
。

ま
た
、
縫
製
工
場
で
は
、
労
働

時
間
の

一
部
は
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

ー
で
は
な
く
手
書
き
で
記
録
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
は

「監
査
を
免
れ

る
た
め
」
と
指
摘
し
、
フ
ァ
ス
ト

リ
は
「調
査
中
」
と
し
て
い
る
。

Ｓ
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
は
、
製
品
に
問

題
が
あ

っ
た
場
合
に
、
従
業
員

か
ら
違
法
な
罰
金
を
取
る
制
度

が
両
工
場
に
あ

っ
た
と
指
摘
。

罰
金
の
額
は
５０
～
５
０
０
人
民

元

（約
１
千
～
１
万
円
）
と
い

う
。
フ
ァ
ス
ト
リ
は

「従
業
員

に
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ

る
事
例
が
あ

っ
た
」
と
し
て
調

べ
る
。
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